
登 記 所 名 所有者等の探索の対象となる地域

高知地方法務局
須 崎 支 局

高知県高岡郡中土佐町矢井賀甲・乙の全部

高知地方法務局
四 万 十 支 局

高知県宿毛市小筑紫町栄喜、小筑紫、福良、大海の全
部
高知県土佐清水市浦尻の全部

高知地方法務局
香 美 支 局

高知県土佐郡大川村大北川、高野、井野川、小麦畝、
小北川、下切、上小南川、下小南川の各全部
高知県香美市土佐山田町角茂谷の全部、物部町庄谷相
の全部
南国市植田、岡豊町八幡の各全部

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第３条第１項
に基づく所有者等の探索の対象となる地域について
（令和４年度）


